
 令和６月１０月２２日 

豊島区長 記者会見概要 

事業名 「豊島区教育大綱」の策定 

 

セールスポイント 

・区政の重要な柱である「教育」について、民意を代表する区長として新たに「教育大綱」を策

定 

・すべての子どもたちの豊かな学びと健やかな成長を本区のまち全体で支える、新たな時代

にふさわしい「教育大綱」を、区民の皆様の声を聴き策定 

 

 

 

事業の内容 

１． 事業実施に至った経緯、背景など 

本区では、これまで教育委員が策定した「豊島区教育ビジョン」を「豊島区教育大綱」としてきたが、区政の重要な

柱である「教育」について、民意を代表する区長として新たに「教育大綱」を策定。このたび、区長就任時に、教育を

区政の重要な柱の一つに位置づけ、豊島区に生まれ育つ子どもがどんな環境であっても、元気で明るく、未来に夢

と希望をもって歩みを進めてほしいとの思いを強く持ち、教育についての目指す方向性を、民意を代表する区長と

して区民の皆様に示すため、新たな教育大綱を策定した。 

【策定までの経緯】 

令和 5 年 12 月 令和５年度 第１回総合教育会議にて新たに教育大綱を策定することを決定 

令和 5 年 12 月～令和 6 年１月 未来としまミーティングを区内小学校にて 3 回にわたり実施 

                       テーマ：「これからの公立学校に期待すること」 

令和 6 年 3 月 「教育施策に関する意識調査」実施（15,918 人に調査を行い、5,209 人から回答あり） 

令和 6 年 1 月～令和 6 年 7 月 総合教育会にて計４回開教育大綱策定に向けた検討を行い、令和６年７月に素案 

                      をとりまとめる。 

令和 6 年 7 月～8 月 パブリックコメント実施（延べ 70 件の意見が寄せられる） 

令和 6 年 9 月 12 日 令和 6 年度第 3 回総合教育会議 パブリックコメントを踏まえ、教育大綱の再検討 

令和 6 年 9 月 24 日 令和 6 年度第 4 回総合教育会議 豊島区教育大綱最終協議 

２． 内容 

本大綱は、「未来を切り拓く 笑顔で元気な“としまっ子”が育つまち」を目指すまちの姿、「元気でたくましく、個性 

や能力を伸ばしていける子ども」、「人とのつながりを大切にし、ともに支え合うこども」、「多様な体験を通して、豊 

かな心を育む子ども」、「地域に育まれ、地域を愛する子ども」を、目指す子どもの姿として掲げ、その実現のために 

４つの方針と１５の具体的な取組みを記載している。 

子どもや家庭、教育を取り巻く様々な課題を踏まえ、本区として何を目指し、何をすべきかを 

大綱に盛り込み、将来を担う子どもたちが夢と希望を持って歩みを進めていけるよう、子どもの 

教育と育ちに焦点をあてた内容としている。 
 

今後の見通し 
本大綱を柱として、区長部局と教育委員会とで力を合わせ、これまで以上に連携し、教育課題

に取り組んでいくこととする。 
 

問合せ先 庶務課長 080-9864-0523 

 

区公式 HP（豊島区教育大綱） 



 令和６月１０月２２日 

豊島区長 記者会見概要 

事業名 ファミリーシップ制度の導入 

 

セールスポイント 

・23 区で、ファミリーシップ制度の導入は 3 番目 

・先行２区はファミリーシップ制度を要綱で規定しているのに対し、豊島区では 23 区初の条

例で規定する 

 

 

 

事業の内容 

１． 事業実施に至った経緯、背景など 

区では平成 31 年 4 月よりパートナーシップ制度を開始。当時、ファミリーシップ制度を導入している自治体はな

かった。全国初のファミリーシップ制度導入は、令和３年（兵庫県明石市）。パートナーシップ制度導入後、ファミリ

ーシップ制度を追加している自治体もあれば、最近では、パートナーシップ・ファミリーシップ制度として同時に導

入している自治体も多くなっている。 

 

２． 目的 

・多様な性自認・性的指向の人々の精神的安心感を生み出す 

・日常生活上の利便性の向上 

・性の多様性や当事者の方に対する社会的な認知や理解を進める 

 

３． 内容 

パートナーシップ関係にある方の子どもや親との関係性を証明 

 

４． 届出方法 

①男女平等推進センターへの来所 

②オンライン 

効果：精神的安心感や近親者の入院や施設入所の際に親族として連絡をもらえる、面会ができる等 

 

５． 対象 

パートナーシップにある方とパートナーシップにある方の子（実子・養子）※や親（実親・養親） 

※未成年者は生計が同じ場合に限る。 

 

６． 開始時期 

令和 6 年 11 月 1 日を予定 
 

今後の見通し 
ファミリーシップ制度の根拠規定である「豊島区男女共同参画推進条例の一部を改正する条

例」案を、第３回区議会定例会で上程中 
 

問合せ先 男女平等推進センター所長 090-2047-6561 

 



 令和６月１０月２２日 

豊島区長 記者会見概要 

事業名 医療的ケア児の相談窓口開設 

 

セールスポイント 

・医療的ケアを必要とするお子さま、ご家族が、ご自宅や地域で安心して暮らしていけるよう

様々な相談をお受けする窓口を開設 

・ライフステージに応じて利用できるサービスや関係機関をつなぐ役割を担う 

 

 

 

事業の内容 

１． 事業実施に至った経緯、背景など 

・令和３年度に「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が施行。同年、「豊島区医療的ケア児等支援

協議会」（以下、「医ケア協議会」という。）を設置。 

・医ケア協議会の意見として、医療的ケア児支援は、支援内容、ライフステージごとに関係部署が多岐にわたること

から、「わかりやすい区の窓口」の設置が求められた。 

・そのため、令和６年４月、障害福祉課に「医療的ケア児等支援コーディネーター（保健師）」を配置し、同年１０月１日

に「医療的ケア児相談窓口」開設に至る。 

 

２． 目的 

・人工呼吸器や経管栄養、たんの吸引といった医療的ケアを日常的に必要とするお子さまとご家族が、自宅等で安心

して生活できるよう様々な相談をお受けする窓口。 

・医療的ケア児等コーディネーター（保健師）が話を伺い、利用できる制度やサービスについてご案内するほか、関係

機関と連携し、必要な支援に繋げる。 

 

３． 内容 

・相談窓口は、月曜日から金曜日（祝日・年末年始を除く）、午前８時半から午後５時まで。 

・電話、来所相談にて受付。 

（相談事例） 

 ・退院しますが、利用できる制度やサービスがわからないです。 

 ・お風呂に入れるのに困っています。何か良い方法はないですか。 

 ・兄弟の学校行事に参加したいのですが、何か使えるサービスはありますか。 

 

４． 対象 

豊島区在住の医療的ケアを受けている児童（１８歳未満）、ご家族。各関係機関の支援者。 
 

今後の見通し 医療的ケア児相談窓口の周知を図り、医療的ケア児の支援を促進する。 

 

問合せ先 障害福祉サービス担当課長 080-9864-0622 

 



 令和６月１０月２２日 

豊島区長 記者会見概要 

事業名 令和 6 年度 区民事業提案制度における選定事業 

 

セールスポイント 

・78 件の提案から審査を通過した 9 件について区民投票を実施し、その結果を踏まえ、 

6 件の事業を選定 

・年内に予算化作業を行い、令和 7 度予算案発表（２月）において、各事業の内容をお知らせ 

する予定。 

 

 

 

事業の内容 

１． 事業内容 

・区に新たに事業化してほしい取組を区民から具体的に提案いただくとともに、その中から、区民による投票に

より、実現する提案を決定する「区民による事業提案制度」を昨年度に引き続き実施。 

・提案のあった 78 件のうち、9 件について区民投票（8/1～8/31）を実施。（投票総数 1521 票） 

・投票結果を踏まえ、得票の多い上位 6 件について予算化を行うことを決定。 

 

２． 選定事業 

事業名 提案内容 得票数 

行政サービス・申請早わかりサイト 
自身が受けられる行政サービス等が簡単に把

握・申請できるよう区の HP 等を更新 
378 

保育園の連絡手段等のオンライン化 連絡帳や保護者会等のオンライン化推進 235 

サイネージを活用した災害時の情報発信事業 
デジタルサイネージにより災害時の帰宅困難者

の誘導や避難所等の情報を提供 
210 

ICT と笑顔でつなげる町会・自治会活動 
町会活動の一部や自治会の会合等をオンライン

で実施し利便性を向上 
181 

防災遊びイベント 
防災について楽しみながら学べるよう、遊びや

スポーツと合わせたイベントを実施 
117 

歩いて作る防災マップ 
自宅から避難所までの道のり等を実際に歩き、

自身の目で確認する機会を提供 
116 

   

３． 事業費 

各事業とも１０００万円を上限に予算化の作業を行う。 

 
 

今後の見通し 

～12 月 事業案を具体化し、各事業の令和 7 年度予算案を作成 

2 月 令和 7 年度予算案において事業内容を公表 

3 月 区議会の議決を経て予算化 
 

問合せ先 企画課長 ０７０-８６８０-５４１３ 

 

豊島区ホームページ 

「区民による事業提案制度」 



 令和６月１０月２２日 

豊島区長 記者会見概要 

事業名 令和 5 年度 区民事業提案制度「としまベンチプロジェクト」 

 

セールスポイント 
・高齢者の外出や移動の支援として、まちなかに誰でも座れるベンチを設置するプロジェクト 

・区民、地域団体、企業の皆様とともに高齢者がいつまでも自分の足で歩けるまちをつくる 

 

 

 

事業の内容 

１． 事業実施に至った経緯、背景など 

・本事業は、令和 5 年度の「区民による事業提案制度」にてベンチプロジェクトの推進の提案があり、今年度から

「としまベンチプロジェクト」として事業を開始した。 

・ベンチプロジェクトを通じて、「出かけたくなるまち」「いつまでも自分の足で歩けるまち」「つながりのあるまち」

を目指す。 

２． 目的 

・高齢者等が住み慣れた地域で自分らしく住み続けられるように環境整備を推し進めるため、まちなかにだれで 

も座れるベンチを設置し、高齢者の外出や移動を支援する。 

３． 内容 

・次の 1～4 のプロジェクトを実施 

 プロジェクト プロジェクト概要 経過 

1 ベンチづくり 

プロジェクト 

地域とともにベンチをつくるプロ

ジェクト。 

11 月 2 日のみんなの区民ひろばフェスにて、子ども

たちと一緒に「ベンチづくりイベント」を開催。製作し

た椅子は 26 か所の区民ひろばに設置。 

2 ベンチ協賛 

プロジェクト 

企業に協賛いただき、官民一体と

なって取り組むプロジェクト。 

ロゴマークの制作、椅子の寄付、塗料の寄付など「チ

ームとしま」でできたつながりで実施。 

3 ベンチ設置 

プロジェクト 

地域のニーズをもとにベンチの設

置を行うプロジェクト。 

6 月～8 月までにまち歩きや地域団体との意見交換

を通じて設置場所の調査を実施。今年度中は 50 台

を目標とし、現在は１７か所設置済み 

4 ベンチ改修 

プロジェクト 

老朽化したベンチを改修して蘇ら

せるプロジェクト。 

古くなったベンチの調査を実施し、塗装工事や取替を

実施中。現在は１か所改修、４か所取替済み 

 

４． 事業費（特財・一財内訳） 

3,253 千円（一般財源） 

 
 

今後の見通し 

10 月～12 月 ベンチ設置、ベンチ改修 

11 月２日（土） 区民ひろばフェス（イケサンパーク）にて「ベンチづくりイベント」を実施 

3 月  事業実績報告 

 

問合せ先 高齢者福祉課長 090-2047-6571 

 



 令和６月１０月２２日 

豊島区長 記者会見概要 

事業名 令和 5 年度 区民事業提案制度「空き店舗活性プロジェクト」 

 

セールスポイント 
・豊島区内の空き店舗を活用して開業する方に対して、店舗整備費および店舗賃貸料を補助 

・開店前から開店後も引き続く専門家による伴走支援を実施 

 

 

 

事業の内容 

１． 事業実施に至った経緯、背景など 

・令和４年度に実施した区内中小企業への実態調査の結果、空き店舗対策への事業ニーズが高いことがわかり、事

業化を検討していたところ、令和５年度の「区民による事業提案制度」において「空き店舗活性プロジェクト」が区

民投票数２位で採択された。 

・プロジェクトの一環として、令和６年度より「空き店舗活性支援事業」を開始。 

２． 目的 

・地域活動である空き店舗の解消を図るとともに、地域に根差した店舗を育成し、商店街をはじめとする地域の活

性化を目指す 

３． 内容 

(1)公募期間 

・令和６年６月３日（月）～６月２８日（金） 

（２）支援内容 

・店舗賃借料補助：賃借料の１/２以内の金額を最大 24 月補助する。 

一般型５万円・商店会型 7 万円（13 月目以降はそれぞれ２万円減額） 

※商店会型は、開業予定地の商店会活動に協力できる場合に適用 

・店舗整備費補助：店舗改修費・備品購入費の 2/3 以内の金額を最大 200 万円補助する。 

・専門家による伴走支援：ビジネスサポートセンターの相談員による事業計画書確認・出張相談と、区が指定した２

名のコーディネーターによる開業地・内外装・集客方法等の支援が可能。 

（３）採択結果 

・応募件数９件の中から審査会にて３件を採択。 

４． 対象 

下記すべてに該当する事業 

・令和６年度から区内の空き店舗（３か月以上事業を営まれていない店舗）を活用して開業する 

・一般消費者に対して商品やサービスが常に提供可能な店舗を令和６年度末までに工事・開店・支払いの全てを完

了できる 

・中小企業基本法第２条に規定する中小企業であり、大企業が実質的に経営に参画していない（個人事業主も可） 

５． 事業費（特財・一財内訳） 

9,870 千円（特財 4,935 千円・一財 4,935 千円） 

※特定財源：(都)地域産業成長支援事業計画事業費補助金 

 

 

 

 



 

６． 採択者情報 

 事業名 事業概要 開業（予定）地 代表者名 

１ 
リビンラージ 

ビア＆ギャラリー 

国内外のクラフトビールや西武池袋線沿線の

美味しいものを販売し、隣のお客さんと気軽に

会話も楽しんでもらえるような角打ちスタイル

の飲食店兼ギャラリー 

東長崎 

９月 27 日 

開業 

今井 宣一郎 

２ 

Japanese 

Bistro&Cafe 

東京エイジング・ス

パイス 

日本の文化を発信できるフード・カフェを提供

する飲食店 
大塚 

11 月２日 

開業予定 

片瀬 開 

３ 
麹・発酵・つなぐ 

cafe chocotto 

麹、発酵調味料などを使用した身体に優しいご

飯とスイーツやドリンクなどを提供するカフェ 

 

駒込 

１２月中 

開業予定 

志賀 友子 

 

 
 

今後の見通し 

1１月２日：片瀬氏 開業予定 

11 月上旬～中旬：志賀氏 コーディネーターとの連携により地域向けオープニングイベント 

実施予定 

１２月中：志賀氏 開業予定 

2 月 27 日～3 月 1 日：としま MONO づくりメッセにて「空き店舗活性支援事業」 

採択事業者ブースを出展予定 
 

問合せ先 生活産業課長 080-9864-0637 

 



 令和６月１０月２２日 

豊島区長 記者会見概要 

事業名 台北国際旅行博への出展 

 

セールスポイント 

・アジア最大級の旅行博に、民間 10 社と区とで合同出展 

・アニメ・コスプレの聖地「池袋・豊島区」を世界に発信 

・公民連携の力で“IKEBUKURO”へ人を呼び込む強烈なＰＲを展開 

 

 

 

事業の内容 

1. 事業実施に至った経緯、背景など 

・昨年度の「チームとしま」にて、民間企業から当該旅行博への合同出展の提案があった。 

 それに賛同した企業が 10 社集まり、実施に至った。 

 ※チームとしまとは…区政施行 90 周年事業の一つ「企業実行委員会」の後継組織である、 

産官学連携コンソーシアム。2024 年 8 月末現在、約 290 社の企業が参画している 

 

2. 目的 

・アニメ・コスプレの聖地「池袋・豊島区」を世界に発信し、海外から IKEBUKURO へ人を呼び込む 

・約 40 万人の来場が見込めるイベントへ公民連携で出展し、まちを直接的に PR 

 

3. 内容 

■イベント名称 2024 台北国際旅行博（ITF） 

■主催 財団法人 台湾観光協会 

■日本エリア事務局 公益社団法人 日本観光振興協会 

■開催期間 2024 年 11 月 1 日（金）～11 月 4 日（月） 

■開催場所 台北市 南港展覧館１F 

■入場料 一般入場 200 元（2023 年のデータ） 

・民間企業それぞれの得意分野を活かし、企業資源を持ち寄りながら、行政もぐっと入り込んで 

1 つのチームを形成 

・企業単体、行政単体ではなく、公民が連携して統一的なブースを作り、 

公民連携の力で“IKEBUKURO”へ人を呼び込む強烈なＰＲを実施 

・コンセプト：アニメ・コスプレの聖地「池袋・豊島区」 

 

4. 参加民間企業（順不同） 

・サンシャインシティ、GENDA GiGO Entertainment、そごう・西武、ビックカメラ、アニメイト、 

東武百貨店、ポニーキャニオン、PARCO、ホテルメトロポリタン、Wacca 
 

 

今後の見通し 今年度末実施のチームとしま全体会にて、報告会を実施予定 

 

 

問合せ先 シティプロモーション課 080-5004-1826 

 



 令和６月１０月２２日 

豊島区長 記者会見概要 

事業名 アニメ＆まんが聖地 SUMMIT＆EXPO 

 

セールスポイント 

・日本のアニメやマンガの施設がある地域が集まって開催する日本初開催の大規模イベント 

・日本各地には多くのマンガ・アニメの関連施設が存在し、本イベントではそうした全国のスポ

ットや、自治体を紹介し、各地の魅力を届ける 

・１１月８日のサミットでは、世界各国のアニメファンとアニメ関係者や各自治体の首長をオン

ラインでつなぎ、日本のアニメやマンガの施設を紹介 

・１１月９日、10 日のエキスポでは、アニメソングなどのスペシャルステージをはじめ、地域限

定のアニメグッズや物産品の販売、としま区民センターでは伝統工芸×アニメ作品の体験コー

ナーも開設し、豊島区の伝統工芸つまみ細工などの体験ができる 
 

 

 

事業の内容 

１．事業実施に至った経緯、背景など 

本事業は、２０２５年日本国際博覧会に向けて、日本の美と心を体現する我が国の文化芸術の振興及びその多様

かつ普遍的な魅力を発信する国家プロジェクト「日本博 2.0」において文化庁に採択された事業。 

豊島区はマンガ・アニメの原点であるトキワ荘があったまち、アニメ関連ショップが立ち並び、ファンが多く集うア

ニメのまちとして、本事業の会場に選ばれ、日本で初めて開催する。 

 

２．目的・内容 

本区の強みである「マンガ・アニメ」を国内外に発信する。また全国の自治体と連携し、オンラインで世界と繋ぐこと

で日本の「マンガ・アニメ」の魅力を PR する。 

・アニメ&まんが 聖地 SUMMIT  

日時 11 月８日（金）1３：３0～1７：３0  

会場 としま区民センター「多目的ホール」 

・アニメ&まんが 聖地 EXPO 

日時 1１月９日（土） １１：00～１9：００、１０日（日） １１：00～１８：００  

会場 中池袋公園、としま区民センター 

  ・アニメ＆まんが聖地 EXPO スペシャルステージ in AGF2024  

日時 1１月９日（土）、 １０日（日） 13:00～18:00 

会場 中池袋公園 

 

３．対象 

豊島区を訪れる方 

 
 

今後の見通し 
国内外に豊島区の魅力を発信し、多くの方に訪れていただくためにも、全国のマンガ・アニメ

の関連施設と連携し、アニメツーリズムを盛り上げていく。 
 

問合せ先 マンガ・アニメ活用担当課長 ０８０-９８６４-０５２９ 

 



 令和６月１０月２２日 

豊島区長 記者会見概要 

事業名 池袋のイメージ向上のための総合的な取り組みの推進 

 

セールスポイント 

・池袋のさらなるイメージ向上を図るため、新たに対策本部を立ち上げ、重点的な対策を講じ

ていく。 

・第 1 弾として、被害が急増している特殊詐欺被害防止のため、「声かけ サポート 大作戦」

と題した、区役所全職員による注意喚起運動を実施する。 

 

 

 

事業の内容 

１． 事業内容 

（１）総合的な取り組みの背景 

●本区は、セーフコミュニティ国際認証を取得するなど、官民共同で安全・安心まちづくりを推進してきた。 

●安全・安心まちづくりを着実に進めるとともに、子育て支援の充実、公園の整備など、まちの魅力向上に努めてきた

が、区に対するかつてのイメージを払拭できていない。 

（２）特殊詐欺被害の増加 

 

２． 目的 

安全・安心に向けた取り組みをアップデートし、池袋のさらなるイメージ向上を図る。 

 

３． 内容 

（１）総合的な取り組みの推進 

●対策本部を立ち上げ、重点的な対策の実施 

 ①イメージ発信、②治安・特殊詐欺、③ポイ捨て・環境美化・路上喫煙、④受動喫煙、⑤放置自転車、道路・公園 

（２）第 1 弾としての特殊詐欺被害防止対策 

①特殊詐欺被害防止のための「声かけ サポート 大作戦」と題した、区役所全職員による注意喚起運動の実施 

②自動通話録音機の設置促進（区内在住の概ね６５歳以上の方へ無償貸し出し） 

③青パト（青色防犯灯付きパトロール車）２車両による警戒・巡回・広報（３６５日運用） 

 

４． 事業費（特殊詐欺被害防止） 

・自動通話録音機：１，８３９千円 

・青パト：５１，１８１千円 

 

 令和６年８月末（R６年１月～８月末） 前年同月比（カッコ内は前年８月末数値） 

被害件数 ８７件 ＋４２件（４５件） 

被害金額 約１億９，６３０万円 ＋１億１，７５０万円（約７，８８０万円） 

 

今後の見通し 対策本部において、重点的な対策を推進 

 

問合せ先 
区長補佐担当部長 ０８０-９８６４-０６０３ 

治安対策担当課長 ０８０-９８６４-０６４３ 

 


